
登
録
番
号

登
録
調
査
機
関
の
名
称

変
更
後
の
事
務
所
の
所
在
地

第
一
（
一
）
号

財
団
法
人

錦
糸
町
本
部

工
業
所
有
権
協
力
セ
ン
タ
ー

東
京
都
墨
田
区
江
東
橋
四
丁
目
26
番
５
号

東
京
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
錦
糸
町
ビ
ル

虎
の
門
オ
フ
ィ
ス

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
８
番
１
号

虎
の
門
三
井
ビ
ル

熊
谷
オ
フ
ィ
ス

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
一
丁
目
26
番
地
１

サ
ン
ハ
イ
ツ
大
和
第
二

事
務
局

東
京
都
墨
田
区
江
東
橋
三
丁
目
２
番
８
号

三
井
生
命
錦
糸
町
ビ
ル

登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
代
表
者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が
先

行
技
術
調
査
業
務
を
行

う
区
分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
先

行
技
術
調
査
業
務
を
行

う
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

第
一
号

平
成
二
十
一
年

四
月
一
日

テ
ク
ノ
サ
ー
チ
株
式
会
社

十

先
行
技
術
調
査

（
自
動
制
御
）

テ
ク
ノ
サ
ー
チ
株
式
会

社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄

二
丁
目
10
番
19
号

十
一

先
行
技
術
調
査

（
動
力
機
械
）

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区

栄
二
丁
目
10
番
19
号

代
表
取
締
役
社
長

磯
部

克

十
二

先
行
技
術
調
査

（
運
輸
）

十
三

先
行
技
術
調
査

（
一
般
機
械
）

十
四

先
行
技
術
調
査

（
生
産
機
械
）

十
五

先
行
技
術
調
査

（
搬
送
組
立
）

十
八

先
行
技
術
調
査

（
熱
機
器
）

平成™˜年›月˜—日 金曜日 第œ—› 号官 報
〇
特
許
庁
告
示
第
六
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
登
録
調
査
機
関
と
し
て
登
録
し
た
財
団
法
人
工
業
所
有
権
協
力
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
調
査
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在

地
を
変
更
す
る
届
出
が
あ
っ
た
た
め
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日

特
許
庁
長
官

鈴
木

隆
史

〇
特
許
庁
告
示
第
七
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
九
条
の
二
及
び
第
三

十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
の
十
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き

公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日

特
許
庁
長
官

鈴
木

隆
史

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

入
ノ
坪
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
三

十
五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と

三
十
五
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

栃
木
県
芳
賀
郡
益
子
町
大
字
上
大
羽

字
寺
前

八
九
五
番
三
地
先
道
路
敷

一
号

八
九
五
番
二

二
号
及
び
三
号

八
九
六
番
一

四
号
及
び
三
十
三
号

八
九
六
番
一
地
先
道
路
敷

三
十
四
号

八
九
六
番
三
地
先
道
路
敷

三
十
五
号

字
入
ノ
坪

九
二
七
番

五
号

九
二
七
番
地
先
道
路
敷

六
号

九
二
六
番

七
号
及
び
三
十
一
号

九
三
四
番

八
号
か
ら
十
号
ま
で

二
三
四
七
番
一

十
一
号
及
び
二
十
四
号

か
ら
二
十
七
号
ま
で

九
三
六
番

二
十
八
号
及
び
二
十
九

号

九
二
五
番

三
十
号

字
拾
貫
ケ
峰

二
三
四
六
番

十
二
号
か
ら
二
十
三
号

ま
で

字
馬
場

九
二
一
番

三
十
二
号

二
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

学
校
裏
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十

五
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十

五
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

栃
木
県
塩
谷
郡
塩
谷
町
大
字
飯
岡

字
木
落
シ

一
二
六
二
番

一
号
及
び
十
五
号

一
二
六
三
番

二
号
か
ら
五
号
ま
で

字
出
入

一
四
〇
三
番

六
号
か
ら
八
号
ま
で

一
四
〇
四
番

九
号

字
立
堀

一
二
六
〇
番

十
号
か
ら
十
二
号
ま
で

一
二
六
一
番

十
三
号
及
び
十
四
号

五
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

上
山
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
八
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
昭
和
五

十
二
年
建
設
省
告
示
第
七
百
十
五
号
で
指
定
し
た

第
八
号
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。）

栃
木
県
鹿
沼
市
上
大
久
保

字
田
端

四
五
八
番

一
号

字
八
丁
畑

四
六
四
番

二
号

四
六
三
番
地
先
道
路
敷

三
号

四
八
四
番
三

四
号

四
八
三
番

五
号

四
七
四
番
一

六
号

四
六
三
番

七
号
及
び
八
号

三
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

柳
田
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
五

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
五
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

栃
木
県
大
田
原
市
須
佐
木
字
芋
久
保

二
〇
二
〇
番
一

一
号

二
〇
二
一
番

二
号

二
〇
二
三
番

三
号
か
ら
五
号
ま
で

四
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

大
久
保
沢

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十

二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十

二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

栃
木
県
日
光
市
湯
西
川

字
川
戸
平

三
二
二
番
六

一
号

三
二
四
番
一

二
号

三
三
三
番
一

三
号

三
四
三
番
一

四
号
及
び
八
号

三
五
四
番
四
地
先
道
路
敷

五
号

三
五
四
番
一

六
号

三
四
七
番

七
号

三
四
〇
番

九
号

字
川
戸

一
八
九
六
番

十
号
か
ら
十
二
号
ま
で

œ


		2009-04-09T15:00:24+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




